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　本市は、都心から４５ｋｍ圏に位置し、

地形は概ね平坦であり、西から東へ越辺

川が流れ、南西から北東へ流れる高麗川

が合流しています。その豊かな自然が広

がる中、米・野菜・果樹・花き・畜産な

ど多彩な農畜産物が生産されています。

　本市では、平成２４年に「坂戸市農業

振興ビジョン」を策定し、令和４年度に

かけて「食と健康を届ける活力ある農業

の確立」を基本理念に、元気な農業・農

村づくり、もうかる農業、安全・安心で

環境にやさしい農業、市民の暮らしを支

える農業、農業の多面的な機能を発揮した地域振興を目指して農業振興

を進めてまいりました。

　農業従事者の減少や高齢化、生産コストの上昇等、本市農業の抱える

課題は多様でありますが、これまでも新規就農者の確保に努めたほか、

ほ場整備を実施して良好な生産基盤を確保するなど、多角的な支援を継

続してまいりました。

　このような中、令和５年度から１０年間を見据えた「第２次坂戸市農

業振興ビジョン」を策定いたしました。この第２次ビジョンでは、「市

民に愛され、応援される持続可能な農業の確立」を基本理念に掲げ、多

様な担い手の育成・確保、良好な生産基盤の確保と農地の有効活用、市

民とともに育む元気な農業の推進、安全・安心で環境にやさしい農業の

推進、農業・農産物による地域への愛着と誇りの醸成に取り組み、本市

農業の発展のため様々な農業振興施策を推進してまいります。

　結びに、坂戸市農業振興推進協議会委員の皆様を始め、第２次ビジョン

策定にあたり、貴重な御意見・御提言をいただきました市民の皆様に心

から御礼を申し上げます。
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本市は都心から４５ｋｍ圏という有利な立地条件を生かした都市型農業を展開し

ており、新鮮で安全な農産物の供給のみならず、食品産業や観光業と連携し、地域経

済や市民生活に活力をもたらすなど重要な役割を担っています。一方市内に残る緑地

や良好な水辺空間は、自然環境の保全や防災機能、豊かな景観の創出など、農地や農

村の有する多面的機能として、その重要性が認識されています。

しかしながら、農業従事者の高齢化、農業の担い手の減少、耕作放棄地の増加、気

候変動による環境変化に加え、消費者ニーズの多様化など、農業をとりまく環境は大

きく変化し多くの課題を抱えています。更に、令和２年以降の新型コロナウイルス感

染症の流行は、外食産業等を中心に農産物需要の低下を招き、ロシアによるウクライ

ナ侵攻等によるエネルギーや飼料価格の高騰が農業経営を圧迫しています。

国においては、平成２７年に都市農業の安定的な継続を図り、多様な機能の適切か

つ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的に「都市農業振興基

本法」を制定し、翌年には「都市農業振興基本計画」が策定されました。また、令和

２年に「産業政策」と「地域政策」を車の両輪として推進し、将来にわたって国民生

活に不可欠な食料を安定的に供給し、食料自給率の向上と食料安全保障の確立を方針

とした新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定されています。国は令和１２年度

を目標に食料自給率４５％（基準年度平成３０年度３７％：カロリーベース）の目標

を掲げていますが、令和３年度の食料自給率（概算）は３８％と横ばいの状態にあり､

気候変動に伴う干ばつやウクライナ危機による食料供給不足の影響などを踏まえると、

食料自給率のアップは喫緊の課題となっています。

本市では平成２４年に「坂戸市農業振興ビジョン」を策定し、「食と健康を届ける活

力ある農業の確立」を基本理念に様々な農業振興・地域振興施策を展開してきました。

今後とも環境変化に適合しつつ、本市農業を持続可能な成長産業として育成すると

ともに、農地や農村の多面的機能の発揮による豊かで安らぎある市民生活の実現を図

っていく必要があります。

そのためには、農業関係者• 関係機関• 団体のみならず、多くの市民が農業や農村

に対する思いを共有し、交流やコミュニティの維持・形成を図り、市民協働による取

組を強化していくことが重要です。

今回、「坂戸市農業振興ビジョン」が令和４年度に期限を迎えることから、農業をと

りまく本市の現状と課題を踏まえ、新たに「第２次坂戸市農業振興ビジョン」を策定

するものであり、本計画は「都市農業振興基本計画」を兼ねるものとします。

第１章　農業振興ビジョン策定にあたって

１．ビジョン策定の背景と目的
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本ビジョンの計画期間は令和５年度から令和１４年度までの１０年間とします。

なお、社会・経済情勢の変化や本市を取り巻く環境変化などに伴い、必要に応じて

見直しを行うものとします。

本ビジョンは、本市の最上位計画である「第７次坂戸市総合計画 前期基本計画」にお

ける農業分野の目標（持続可能な農業の確立）の実現に向けた、農業振興の方向性を示

すビジョンとして策定するものです。

なお、本ビジョンは、都市農業振興基本法第１０条第１項に基づく「都市農業振興基本

計画」としても位置付けます。

本市の「坂戸市総合計画」を上位計画とするほか、「坂戸農業振興地域整備計画」や

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」「坂戸市田園環境整備マスター

プラン」などの関連計画等との整合性を図ります。

また、国の「食料・農業・農村基本計画」や「都市農業振興基本計画」及び埼玉県

の「埼玉県農林水産業振興基本計画」や「埼玉県都市農業振興計画」等との整合も図

ります。

２．ビジョンの計画期間

３．ビジョンの位置付け

４．上位計画・関連計画等との関係
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■ビジョンの位置付けと策定体制

■都市農業振興計画における都市農業の多様な機能

緑地空間や水辺空間を提供し、都

市住民の生活に「やすらぎ」や

「潤い」をもたらす役割

都市住民や学童の農業体験・学習

の場及び生産者と都市住民の交流

の場を提供する役割

都市の緑として、雨水の保水、地

下水の涵養、生物の保護等に資す

る役割

消費者が求める地元産の新鮮な農

産物を供給する役割

新鮮な農産物の供給

農業体験・学習、交流の場

国土・環境の保全 良好な景観の形成

身近に存在する都市農業を通じて

都市住民の農業への理解を醸成す

る役割

火災時における延焼の防止や地震

時における避難場所、仮設住宅建

設用地等のための防災空間として

の役割

都市住民の農業への理解の醸成

災害時の防災空間

整 合

食料・農業・農村基本計画
（令和 年 月閣議決定により国が策定）

都市農業振興基本計画
（平成 年 月閣議決定により国が策定）

埼玉県農林水産業振興基本計画
（令和 年 月に県が策定）

埼玉県都市農業振興計画
（平成 年 月に県が策定）

国

埼玉県

坂戸市農業振興ビジョン
（坂戸市都市農業振興基本計画）

坂戸農業振興地域整備計画

農業経営基盤の強化の促進に

関する基本的な構想

坂戸市総合計画
（ 基 本 構 想 ）

坂戸市農業振興ビジョン推進計画

ビジョン実現に向けての

施策の具現化

農業振興ビジョン推進計画に

基づく取り組みの実施

計画・実行 評価・改善

※毎年度策定

整 合 整 合

整 合
坂
戸
市
農
業
振
興
推
進
協
議
会

検討

進行・

管理

坂戸市田園環境整備

マスタープラン
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未満 ～ 未満 ～ 未満
平成 年

（計 経営体）

平成 年

（計 経営体）

平成 年

（計 経営体）

平成 年

（計 経営体）

令和 年

（計 経営体）

未満 ～ 未満 ～ 未満 ～ 未満

～ 未満 ～ 未満 以上

（経営体）

資料：農林水産省「農林業センサス」

平成 令和元

田 畑

資料：農林水産省「作物統計調査」

年

【田 畑】

【田 畑】
【田 畑】

（２）農地について

本市の耕地面積は、令和３年現在 （田： 、畑： ）となっていま

す。平成 年から令和３年までの 年間で田畑を合計した耕地面積は約 ％減少

しており、田畑ともに年々減少する傾向が続いています。

また、経営耕地のある農家数は平成 年の 経営体から令和２年には 経営

体まで減少しています。特に、経営耕地面積 未満の農家の減少が著しく、平成

年（ 経営体）から令和２年（ 経営体）にかけて約３分の１程度に減少して

います。

一方、１経営体あたりの経営耕地面積は年々増加しており、農地の集積化が進んで

いることがわかります。

■耕地面積の推移

■経営耕地面積規模別農家数

第
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平成 令和

（ａ）

資料：農林水産省「農林業センサス」

米

麦類

雑穀

豆類

いも類
野菜

果樹

花

鶏
乳用牛

き

その他作物

令和２年

米 麦類 雑穀 豆類 いも類 野菜 果樹 花き 工芸農作物 その他作物 乳用牛 鶏

（経営体）

資料：農林水産省「 年農林業センサス」

■１経営体当たりの経営耕地面積

（３）農産物の生産について

本市の農産物の生産状況について、品目別に作付経営体（農家）及び畜産農家数を

みると、米を作付しているのは 経営体（農家）で、作付実経営体数※ の約９割

を占めています。そのほか、約２割の農家では野菜を生産しています。消費地が近い

という都市型農村の強みから多品目少量生産を特徴としており、特に、ねぎ、だいこ

ん、はくさい、きゅうり、なすなどを作付けする農家が多くなっています。

そのほかにも果樹、花き、畜産など多彩な農畜産物が生産されており、果樹は栗、

ぶどう、いちじくなど、畜産は乳牛、鶏などが飼育されています。

■品目別作付経営体（農家）数と畜産農家（延べ経営体数）

※作付実経営体数…農作物を作付している経営体の数。（複数の作物を生産していても１経営体）
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農協を通じて出荷

卸売市場へ出荷（農協以外

の集出荷団体経由を含む）

坂戸農産物直売所で販売

坂戸農産物直売所以外の農産物直売所

スーパーマーケットへ販売

直接販売（軒先・軽トラック市等）

直接販売（通販・インターネット等）

食品加工業者へ販売

飲食店・レストランへ販売

学校

出荷していない（自家消費等）

その他

無回答

［複数回答］

（４）農産物の流通・販売

「農業者アンケート調査結果」によると、農産物の主要な出荷先として「農協を通

じて出荷」が ％で、ほぼ半数の農家は農協を通じて出荷しています。そのほか、

直接販売（軒先・軽トラック市等）や坂戸農産物直売所、スーパーマーケットなども

主な販売先となっています。

農産物直売所は、ＪＡいるま野が経営する坂戸農産物直売所以外にも農家が経営す

る直売所も何か所かあります。また、摘み取り体験やレジャー観光などができる観光

農園も市内に４か所あります。（９ページ図参照）

■農産物の主要な出荷先

資料：農業者アンケート調査
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平成 年

年

年

年

年

令和元年

年

年

キャベツ 白菜 ねぎ 玉ねぎ 人参 じゃがいも 大根 その他

（ｋｇ）

（ ）

（ ， ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

※（ ）内は合計の数値

（ ）

（ ）

■学校給食の提供実績

資料：坂戸市農業振興課

■軽トラック市の販売実績（売上高・販売実施回数）

資料：坂戸市農業振興課

令和元

（万円）

年度

（回）

販売実施回数

（右目盛）

売上高（左目盛）
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3

７
６
ロ８

ハ

4

１

軽

Ⅱ

Ⅰ Ⅴ

Ⅷ
Ⅵ

Ⅲ
Ⅸ

イ

軽

2

Ⅳ

Ⅶ
５

軽

ニ

直売所
JAいるま野坂戸農産物直売所 武藤養鶏・たまご工房
みちくさ市場 高橋ぶどう園
鈴木養鶏場 モーモーさん家
はるちゃんの野菜の店 マサキファーム makana

１
3
5
7

2
4

8
6

観光農園
小島ぶどう園 ブルーベリーガーデンマサキ
いちごとお花畑 志村農園 三芳野フルーツファーム

イ
ハ

ロ

量販店地場産コーナー
コモディイイダ坂戸にっさい店 ベルク 北坂戸店
ベルク 坂戸八幡店 ベルク 坂戸石井店
生鮮市場TOP 坂戸入西店 生鮮市場TOP 坂戸八幡店
ヤオコー 坂戸泉店 ヤオコー 坂戸千代田店
マルエツ アクロスプラザ坂戸店

Ⅰ
Ⅲ
Ⅴ
Ⅶ
Ⅸ

Ⅱ
Ⅳ
Ⅵ
Ⅷ

ニ

■坂戸市内の農産物直売所、観光農園等

資料：坂戸市農畜産物に出会えるマップ
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坂戸市産農産物の販売場所を

増やすなど、販路を拡大すること

食品加工業者などとの連携を強化し、

農産物を加工して商品化すること

レストラン・カフェなどで、

坂戸市産の食材を利用すること

坂戸市産の農産物を

ブランド化すること

通信販売・宅配などで購入

できる仕組みを充実すること

各種イベントにおいて

ＰＲ活動を行うこと

企業とのマッチングによるオーダーメ

イド型産地づくり（契約栽培）の推進

対面販売の推進

その他

無回答

［複数回答］

担い手への対策

経営体（法人化、組織化等）

への対策

食の安全・安心、農産物の

生産履歴や流通履歴への対策

消費者との連携・

信頼関係づくりへの対策

坂戸市ブランド農産物の

選定と販売対策

加工業者や飲食店等

異業種との連携への対策

地産地消や食育への対策

農産物価格への対策

都市と農村との交流への対策

援農ボランティア

（農作業の手伝い）への対策

農地の集約化、効率化への対策

美しい農村景観形成への対策

生産技術への対策や新品種の

育成や先端技術の研究開発

その他

無回答

［複数回答］

●後継者については、約４分の１の農家で後継者が決まっています。

●今後の農業経営の展望として、事業規模拡大を考える農家は ％、現状維持がほぼ

半数ですが、規模縮小や離農を考える農家も約２割あります。

●農産物の販売促進のためには販路拡大、農業政策に対しては担い手への対策を期待す

る割合がそれぞれ半数近くになっています。

■農業経営の後継者 ■今後の農業経営の展望

■農産物販売促進のための取組 ■市の農業政策への期待

資料：農業者アンケート調査

既に農業に従

事している

いずれ農業

を継ぐ予定

農業を継

がせるつ

もりはない

農業に従事

するかわか

らない

後継者はい

ない

無回答 事業規模拡大

現状維持

事業規模縮小

離農したい

わからない

無回答

２．市内農家の今後の展望と農業政策への期待～農業者アンケート調査結果から～
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スーパーマーケット

スーパーマーケットの地

元農産物販売コーナー

農産物直売所

小売店（八百屋など）

通信販売や宅配

その他

無回答

［複数回答］

農家個人の直売所を増やす

ＪＡなど共同直売所を増やす

朝市・夕市などの定期的開催

スーパー等に坂戸市産の

コーナーを設置する

地元の商店で扱う

農産物に坂戸市産の

マークをつける

その他

無回答

［複数回答］

飲食店・レストラン、学校給食などで

坂戸市産の食材を利用すること

坂戸市産農産物の販売場所を増やすな

ど、販路を拡大すること

坂戸市産とわかるような

表示をすること

坂戸市産の農産物を

ブランド化すること

食品加工業者などとの連携を強化し、

農産物を加工して商品化すること

通信販売・宅配などで購入する

仕組みを充実すること

各種イベントなどにおいて

ＰＲ活動を行うこと

その他

無回答

［複数回答］

（１）農産物の購入及び販売促進について

●農産物の購入はスーパーマーケットが主流で、坂戸市産の農産物の購入への工夫に

ついてもスーパーマーケットの役割が期待されています。

●坂戸市産の農産物の販売促進のために、飲食店や学校給食での食材利用への期待が

あげられています。

■農産物を購入する主な場所 ■坂戸市生産の農産物を購入しやすくするため

に必要なこと

■坂戸市産農産物の販売促進のために必要なこと

資料：市民アンケート調査

３．市民の坂戸市農業に対する意識～市民アンケート調査結果から～
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地産地消による新鮮な農産

物の供給

農薬や化学肥料を減らした

安全な農産物の供給

子どもの教育や農業体験

農作業を通じた交流・リフ

レッシュの場としての機能

自然環境の保全や田園風景

を形成する役割

特に期待していない

その他

無回答

［複数回答］

今ある農地は

できるだけ

残してほしい

農地はだん

だん減って

いっても仕

方ないと思う

農地は公

園・緑地な

ど公共的な

場として活

用すべきで

ある

農地を住宅

地に活用す

べきである

農地を工業

団地など産

業用途に活

用すべきで

ある

その他 無回答

田畑で収穫体験をさせてほしい

農家と交流しながら農業に

ついて知りたい

親子で参加できるような体

験・交流がしたい

野菜や花の作り方、育て方

を教えてほしい

料理や漬物の作り方を教えてほしい

新鮮な野菜を分けて売ってほしい

あまり関心がない

その他

無回答

［複数回答］

（２）坂戸市の農業・農地について期待していること

●坂戸市の農業については新鮮かつ安全な農産物供給に市民の関心が高く、半数以上

の市民は現在の農地を保全することに肯定的であることがうかがえます。

■坂戸市の農業について期待 ■坂戸市の農地についての考え

していること

資料：市民アンケート調査

（３）都市農村交流

●農業への参加については、気軽に収穫体験をしてみたいと考える市民が多く、農家

との交流については、新鮮な野菜の供給や野菜・花の育て方の指導・助言などに高

い関心が寄せられています。

■農業への参加についての考え ■農家との交流についての考え

資料：市民アンケート調査

本格的に農地を借りて

農産物を作ってみたい

ボランティアやパートで

農作業を手伝ってみたい

市民農園で自由に農作物を

作ってみたい

農業体験農園で農家の

作業を手伝ってみたい

気軽に収穫体験をしてみたい

関心はあるが、どう関わった

らよいのかわからない

特に関心はない

その他

無回答

［複数回答］
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本市の農業をとりまく現状や施策の実施状況、農業者アンケート調査・市民アンケ

ート調査等を踏まえて、本市農業をめぐる課題を下記の表にまとめました。

※認定農業者…既存の農業者や農業法人が自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする「農業経営改善計画」を作成

し、市町村等がその計画を認定すると認定農業者となる。認定されると関係機関・団体からの各種支援措置を受けられる。

※人・農地プラン…地域の中心となる担い手を明確にして農地集積の進め方をとりまとめた計画。

※人・農地プランの実質化…「人・農地プラン」を真に地域の話し合いに基づくものにする観点から、アンケート調査や話し合

いを通じて地図による現況把握を行った上で、中心経営体への農地の集約化に関する将来方針を作成すること。

※農地中間管理事業…「農地中間管理事業の推進に関する法律」において、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、

農用地などについて農地中間管理権を取得、農地中間管理権を有する農用地等の貸付など農地中間管理機構が行う事業。

４．坂戸市農業をめぐる課題
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※学校ファーム…学校単位に農園を設置し、心身共に発育段階にある児童・生徒が農業体験活動を通じて、生命や自然、環境や

食物などに対する理解を深めるとともに、情操や生きる力を身につけることをねらいとした取組。
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【基本理念】

第３章　ビジョンの基本的な考え方

多様な担い手の育成・確保

良好な生産基盤の確保と農地の有効活用

市民とともに育む元気な農業の推進

安全・安心で環境にやさしい農業の推進

農業・農産物による地域への愛着と誇りの醸成

【基本理念】

「市民に愛され、応援される

持続可能な農業の確立」

基本理念と施策展開の関係

施策展開の方向性

日本の農業・農村をめぐる情勢は、農業従事者の減少と高齢化、耕作面積の減少など

極めて厳しい状況にあり、そのため本市においても農業振興ビジョンを策定し、担い手

の確保と経営規模の拡大に向けた経営改善の支援、農地の集積・集約化、農業基盤整備

を推進するとともに、地産地消及び６次産業化※、坂戸ブランド野菜の選定、軽トラッ

ク市など活力ある農業に取り組んでいます。

一方で消費者の農業・農地に対する関心の高まりを背景に、生産者と消費者をつなげ

る取組が深化し、田園風景の維持や環境に配慮した農業、地域産品を活用した地域活性

化などの取組が広がりつつあります。都市近郊に位置する坂戸市農業においても、引き

続き活力ある農業に取り組むとともに、これまで以上に坂戸市農業・農産物に対する市

民の理解を深め、消費者でもある市民に支えられる農業を推進する必要があります。

こうした観点から、本市の農業振興の基本理念を「市民に愛され、応援される持続可

能な農業の確立」とします。

「市民に愛され、応援される持続可能な農業の確立」

※６次産業化…農業者（１次産業）が、農畜産物の生産だけでなく、製造・加工（２次産業）や販売・サービス業（３次

産業）にも取り組むことで、生産物の付加価値を高めて農業収入の向上を図ること。
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本市農業の目指す将来像を次のとおり定め、具体的な施策を展開していきます。

（１）多様な担い手により地域の農業や田園風景が守られています。

地域の農業を牽引する意欲ある担い手だけでなく、女性、高齢者、中小・家族経営な

ど多様な人材や主体の活躍により地域の農業や田園風景が守られています。

（２）良好な生産基盤が確保され、農地が有効に活用されています。

意欲ある担い手への農地の集積・集約が進み、地域全体として土地利用の高度化と生

産コストの低減が促進されています。また農村の有する多面的機能が維持されるよう農

業者や地域住民の共同活動が行われています。

（３）市民とともに育む元気な農業が展開されています。

農産物直売所や量販店の地場産コーナー、学校給食での取り扱いなど地産地消が行わ

れるとともに、農畜産物のブランド化や農商工連携※・６次産業化など、生産者と消費

者がつながる活力ある農業が推進されています。

（１）多様な担い手により地域の農業や田園風景が守られています。

（２）良好な生産基盤が確保され、農地が有効に活用されています。

（３）市民とともに育む元気な農業が展開されています。

（４）安全・安心で環境にやさしい農産物が安定供給されています。

（５）地域への愛着と誇りが醸成される活動が行われています。

※農商工連携…農林水産業者と商工業者が、それぞれの経営資源を持ち寄って、共同で新商品や新サービスの開発等に取

り組むこと。

２．目指す将来像
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（４）安全・安心で環境にやさしい農産物が安定供給されています。

有機農業やＧＡＰ※に取り組む農業者が増加し、環境にやさしい、おいしい農産物が

安定的に供給されています。

（５）地域への愛着と誇りが醸成される活動が行われています。

坂戸市農業・農産物の理解や啓発のための情報発信が行われ、市民参加型の農業振興

活動を通じて地域への愛着や誇りが高まっています。

田植え体験

※ （ギャップ）… （農業生産工程管理）の略。農業に関連する法令、指針などを遵守する

ことにより、自然・資源への配慮を伴った、持続可能な農業経営を実践すること。（ とは、「埼玉スマート 」

の略称で、埼玉県独自の 規範）

小麦の収穫
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項 目
令和３年度

（現状値）

令和１４年度

（目標値）

新規就農者数（累計値） ＊１４名 ２４名

認定農業者数 ３８名 ３８名（維持）

担い手集積面積 ３４１ｈａ ５００ｈａ

ほ場整備面積 １０．３ｈａ ８４．０ｈａ

＊新規就農者数の現状値については、平成 年度から令和 年度までの累計値

坂戸市の田園風景

３．指標と目標値
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１．施策体系

基本方針１ 多様な担い手の育成・確保

１－１ 地域農業を牽引する担い手への支援

１－２ 若手農業者（新規就農者・農業後継者）のネットワーク化

１－３ 多様な担い手や人材の育成・確保

１－４ スマート農業※の推進

基本方針２ 良好な生産基盤の確保と農地の有効活用

２－１ 農地利用集積の推進

２－２ 良好な農業生産基盤の整備

２－３ 農地の維持・保全

２－４ 防災・減災に向けた取組

基本方針３ 市民とともに育む元気な農業の推進

３－１ 地産地消の推進

３－２ 農畜産物ブランド化の推進

３－３ 農商工連携・６次産業化の推進

基本方針４ 安全・安心で環境にやさしい農業の推進

４－１ 環境保全型農業の推進

４－２ 消費者への農畜産物生産情報の提供

基本方針５ 農業・農産物による地域への愛着と誇りの醸成

５－１ 市民が農業とふれあう機会の推進

５－２ 市民参加型の農業振興活動の推進

※スマート農業…ロボット技術や情報通信技術 を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現する新たな農業のこと。

第４章　施策展開
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主な取組内容

主な取組内容

２．施策の概要

基本方針１ 多様な担い手の育成・確保

本市では、農業者の減少や高齢化が進み、経営耕地面積も減少しています。一方、新

規就農者や認定農業者の育成・確保、企業の農業参入の取組は一定の成果をあげていま

す。

様々な農地を有効に活用するため、地域を牽引する農業者や企業の農業参入を支援す

るとともに、女性や高齢者、中小・家族経営などを含めた多様な担い手や人材を生む施

策を講ずる必要があります。

新規就農者や農業後継者の更なる育成・確保のために、若手農業者のネットワークづ

くりを支援します。また、非農家シニアの新規就農や高齢化した小規模農家などを支援

する仕組みも検討します。

１－１ 地域農業を牽引する担い手への支援

認定新規就農者※や認定農業者※などの意欲ある担い手の収益力向上に向けた取組を

支援することで、経営力•生産力の向上を図ります。

○明日の農業担い手育成塾や農業塾などを活用し、経営感覚を身につけた新規

就農者の育成を図ります。

○認定農業者など、意欲ある担い手の安定や改善に向けた取組を支援します。

○担い手の法人化を推進し、経営力の向上を図ります。

○農地中間管理事業などを活用し、企業などの農業参入を推進します。

１－２ 若手農業者（新規就農者・農業後継者）のネットワーク化

次代を担う若手農業者の育成・確保のために、若手農業者のネットワーク化の仕組み

を構築します。

○むさし４Ｈクラブ※など、若手農業者（新規就農者・農業後継者）が安心し

て就農できる若手農業者のネットワークづくりを支援します。

○若手農業者の情報交換の場づくりや地域振興に関わる組織活動を推進します。
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１－３　多様な担い手や人材の育成・確保

地域を牽引する農業者や企業の農業参入だけでなく、女性や高齢者、中小・家族経営

などを含めた多様な担い手や人材の育成・確保を図ります。

○地域農業を支える多様な担い手として、女性農業者や高齢者（定年就農者を

含む）の活動を促進します。

○非農家シニアの就農ニーズや半農半Ｘ※など多様な農業への関わり方への相

談や情報収集を通じて、新たな担い手や人材の発掘に努めていきます。

１－４　スマート農業の推進

担い手不足や後継者不足に対応するために、生産性向上や作業の効率化を目指すスマ

ート農業の導入を検討していきます。

○市内農業者の希望に応じて、ドローンやＩＴなどを活用したスマート農業の

導入を支援し、農業の効率化や農業者の負担軽減を図ります。

※認定新規就農者…新たに農業を始めようとする人が「青年等就農計画」を作成し、市町村がその計画を認定すると認定

新規就農者となる。認定されると就農計画を実現するための各種支援を受けられる。対象者の条件は、原則 歳以上

歳未満の者等で就農開始から５年以内の場合に限られる。

※認定農業者…既存の農業者や農業法人が自らの創意工夫に基づき経営の改善を進めようとする「農業経営改善計画」を

作成し、市町村等がその計画を認定すると認定農業者となる。認定されると関係機関・団体からの各種支援措置を受

けられる。

※４Ｈクラブ… ～ 代前半の若い農業者が中心となって組織され、農業経営に関する身近な課題の解決方法やより良い

技術を検討するためのプロジェクト活動を行ったり、消費者や他クラブとの交流、地域ボランティア活動を行ってい

るクラブ。むさし４Ｈクラブは、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市の若手農業者で構成される。

※半農半Ｘ…農業とそれ以外の別の何かである「Ｘ（エックス）」を両立していこうとするライフスタイル。

主な取組内容

主な取組内容

第
4
章

農業指導の様子



基本方針２ 良好な生産基盤の確保と農地の有効活用

本市では、これまで人・農地プランによる地域での話し合いにより、農地中間管理事

業などを活用して農地の集積・集約を進め、１経営体当たりの経営耕地面積も拡大しつ

つあります。一方で農業者アンケート結果では、規模拡大意向の農業者と縮小・離農意

向の農業者が一定数あることから、引き続き意欲ある担い手への農地の集積・集約が必

要です。

また、農作業の効率化、経営規模の拡大を図るためには、大規模化や農道改良を中心

に良好な農業基盤整備を進めていく必要があります。

２－１　農地利用集積の推進

認定農業者など、意欲ある担い手への農地の集積・集約を推進します。

○これまでの人・農地プラン等を土台に地域計画の策定・実践を図ります。

○集団的に存在する優良農地について、農地制度の適切な運用により、良好な

状態で維持•保全を推進します。

○農地中間管理事業などを活用して、担い手への農地の集積・集約化を推進し

ます。

２－２　良好な農業生産基盤の整備

土地利用の高度化と生産コストの低減に向け、ほ場の大区画化や農道改良などの農業

基盤整備を推進します。また、農業生産活動の維持や地域の住民が快適に暮らせる美し

く活力ある農村景観づくりを進めるとともに、農村の有する多面的機能を支える共同活

動を推進します。

○ほ場整備や農業水利施設の計画的な補修・更新を推進し、生産基盤の整備を

図ります。

○農村の有する多面的機能（農地保全・景観形成など）を支える地域の共同活

動などを推進します。

○鳥獣害による農産物の被害を防止するため、鳥獣被害情報を発信するととも

に、地域ぐるみによる鳥獣被害防止対策を実施します。

主な取組内容

主な取組内容
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２－３　農地の維持・保全

農業委員会等と連携し、引き続き農地の維持・保全に努めます。

○遊休農地の発生防止・解消・活用するため、農地パトロールなどを実施し、所

有者の意向を踏まえ、それに沿った形での対応や担い手への農地利用集積を

推進します。

○特定生産緑地制度※や面積要件の緩和、農地の貸借等、制度の理解を醸成し、

生産緑地の確保・活用に努めます。

２－４　防災・減災に向けた取組

農用地・農業用施設に対する自然災害による被害を未然に防止するとともに、国等が

実施する入間川流域緊急治水対策プロジェクトに対応し、農業振興に必要な対応を図り

ます。

○台風や豪雨時の被害軽減を図るため、土地改良区や水利組合との連携を密に

し、樋門などの管理を強化します。

○国等が実施する入間川流域緊急治水対策プロジェクトに対応し、農業生産の

維持及び農業経営の安定を図るとともに、国土保全、地域住民のいのちや暮

らしの安全の確保を図ります。

稲刈の光景 三芳野大排水路

※特定生産緑地制度…指定から 年を経過する生産緑地について、所有者等の同意を得て、特定生産緑地として 年指

定する制度。

主な取組内容

主な取組内容
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基本方針３ 市民とともに育む元気な農業の推進

本市では、農産物直売所や量販店地場産コーナー、学校給食での取り扱いを中心に地

産地消を推進するとともに、坂戸市農産物生産組合の取組である「軽トラック市」を開

催しています。また、農産物の高付加価値化に向けた取組として、「坂戸ブランド農産

物」の認証制度や６次産業化を推進するため加工商品開発を支援しています。

このような取組により、ブランド認証件数や新規商品開発件数は拡大していますが、

市民アンケート調査では、市民の坂戸市農産物に対する認識がまだまだ低いという結果

が出ています。今後は地産地消の推進を図るだけでなく、生産者と消費者のつながりを

深化させる直販ビジネスなどの取組も必要となってきます。

３－１　地産地消の推進

農産物直売所や量販店の地場産コーナーで販売される、坂戸市産農畜産物の生産量や

販売量を増大させるための取組を支援します。また、家庭•学校•飲食店•企業などに広

く利用拡大を図り、地産地消を推進します。

主な取組内容

○軽トラック市をはじめ、農産物直売所や量販店の地場産コーナーへ出荷する

農業者の組織活動を推進し、農産物直売所や量販店などと連携したＰＲによ

り集客力の向上を図ります。

○農業者と関係機関の連携を支援し、学校給食における坂戸市産農畜産物の利

用拡大を推進します。

○消費者ニーズに対応した生産出荷体制の整備を図り、将来的には直販ビジネ

スの拠点としてファーマーズマーケット※を検討します。

坂戸市農産物生産組合の活動（軽トラック市）

３－２ 農畜産物ブランド化の推進※ファーマーズマーケット…主にその地域の生産者農家が複数軒集まって、自分の農場でつくった農産物を持ち寄り、消

費者に直接販売するスタイルの市場。
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健康とおいしさをコンセプトとした機能性の高い農畜産物の生産振興を図ります。ま

た、「安全・安心・環境にやさしい」農畜産物を「坂戸ブランド農産物」として認証す

る制度を活用し、ブランド化による差別化を図ります。

〇「安全・安心・環境にやさしい」農畜産物を「坂戸ブランド農産物」として

認証する制度を活用し、坂戸市産農畜産物の差別化を図ります。(写真1）

○米や小麦などから坂戸市ならではの農畜産物を発掘し、ブランディングや認

証を検討します。

(写真1)坂戸ブランド農産物の認証マーク (写真2)加工食品の共通ロゴマーク

３－３　農商工連携・６次産業化の推進

農業者・商工業者・大学などの連携による、坂戸市産農畜産物を活用した商品開発を

支援し、商工業への農の活用を促進します。

また、農業の６次産業化を促進するため、坂戸市産農畜産物を活用した新たな商品の

開発を支援するとともに、開発された商品の販路拡大を図ります。

○農業者と商工業者、大学などの連携を深める機会を提供し、坂戸ブランド農

産物を始めとした坂戸市産農畜産物を活用した商品開発を推進します。

○食品製造業者などとの連携により、坂戸市産農畜産物の加工業務用の生産・

利用拡大を推進します。

○６次産業化及び地産地消を推進するための戦略に基づき、農業の６次産業化を推進

します。

○商品開発のために、さかど農産物加工所の活用、各種研修会の開催、他業種

との連携等の機会の提供を推進します。

○坂戸市産農畜産物を活用した共通ロゴマーク(写真2）などによる差別化を進

め、高付加価値化を図ります。併せて、販路拡大に向けた活動を支援します。

主な取組内容

３－２　農畜産物ブランド化の推進

主な取組内容
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基本方針４ 安全・安心で環境にやさしい農業の推進

環境問題に対する関心が高まる中で、消費者の安全・安心につながる農産物の提供の

みならず、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくために、これまで

以上に特別栽培農産物※の生産や有機農業への取組が求められています。

４－１　環境保全型農業の推進

環境負荷が少なく消費者の安全・安心につながる特別栽培農産物を生産する農業者や

有機農業に取り組む農業者を育成・支援するなど、環境にやさしい農業を推進します。

○特別栽培農産物の認定や有機農業への取組を推進します。

○食品安全・環境保全・労働安全の視点に基づくＳ－ＧＡＰの普及を図ります。

○法律を遵守した農薬の適正使用を推進し、生産履歴の記帳が継続できるよう

支援し、安全・安心な農産物の生産を図ります。

○汚泥を堆肥として活用するなど、安全・安心で環境にやさしい農業への取組

を推進します。

４－２　消費者への農畜産物生産情報の提供

消費者が安心して坂戸市農畜産物を購入できるよう、農産物直売所や量販店の地場産

コーナーで販売する農業者が坂戸市農畜産物の生産履歴を記録し、情報提供する取組を

推進します。

○坂戸ブランド農産物認証を受けた農産物やその生産者について消費者へ情

報提供します。

○特別栽培農産物などをホームページ、ＳＮＳ等でＰＲするなど、消費者へ情

報提供します。

○農畜産物の安全を脅かす事件•事故に対しては、関係機関と連携して適切に

対応し、市民に対し正確な情報を提供します。

※特別栽培農産物…農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、栽培期間中、節減対象農薬及び

化学肥料（窒素成分）の双方を慣行の５割以下に減らして栽培された農産物。

主な取組内容

主な取組内容
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基本方針５ 農業・農産物による地域への愛着と誇りの醸成

本市では、様々な形で坂戸市農産物の情報発信や小中学校の農作業体験などを通じて、

農業に対する理解やふれあいの機会を提供しています。

坂戸市農業を更に持続可能なものとするためには、市民の坂戸市農業・農産物に対する

理解と支えるための新たな方策が課題となっています。一方、農業・農産物を活用するこ

とで、地域への愛着や誇りを醸成し、地域コミュニティを再生する事例も出ています。

坂戸市農業・農産物の理解や啓発のための情報発信を強化するとともに、市民参加型

の農業振興活動を推進することが必要となります。

５－１　市民が農業とふれあう機会の推進

教育研究機関と連携し、子どもの農業体験の機会を提供し、農業についての知識や理

解を深めてもらい、食に関する関心や理解の増進を図ります。

また、市民農園などを通じて、農業や自然環境にふれあう機会を確保し、市民の健康

の増進を図ります。

○地域の農業者と連携し、学校ファームなど小中学生の農作業体験機会の増加

を図ります。

○出前講座や学校給食を通じて、食に対する感謝の念を深めることを推進します。

○市民農園の開設などにより、市民が農業とふれあう機会の増加に向けて取り

組みます。

○米作り体験や農業体験など、市民と農家がコミュニケーションを取りながら

交流できる機会の増加に向けて取り組みます。

○坂戸市産農畜産物を使った料理教室などを通じて、坂戸市農業の普及・啓発・

理解を推進します。

○ホームページやＳＮＳ等も活用した幅広い情報発信に取り組みます。

学校ファームの様子 市民農園

主な取組内容
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５－２　市民参加型の農業振興活動の推進

坂戸市農業・農産物の情報発信に加えて、市民参加型の農業振興活動により、生産者

と消費者のつながりや地域コミュニティの形成を図ります。

持続的・段階的に坂戸市農業・農産物に関わりを持つ農業関係人口※の創出・拡大を

図ります。

○市民参加型の農業振興活動を通じて、坂戸市農業・農産物のファンやサポー

ターづくりを推進します。

○坂戸市農業・農産物に関わりを持つ農業関係人口の創出・拡大を推進します。

農業関係人口の創出・拡大

※農業関係人口…就農体験や農村体験などを通じて、農業や農村と関わりを持つ人のことをいう。

主な取組内容
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１．推進体制

本市農業の目指す将来像の実現には、農業者の積極的な取組を始め、多くの市民の理

解と協働、市・県・農業団体などがそれぞれの役割を認識しつつ連携した取組を一体的

に実施していく必要があります。

（１）市

ビジョンの示す本市農業の目指す将来像の実現に向け、率先して取り組むとともに関

係者の意欲的な取組を支援するための各種施策を講じます。また、農業者・農業生産組

織・農協・市民・県との連携をより強化し、坂戸市農業振興推進協議会（以下「協議会」

という。）と一体となり農業の振興を図ります。

（２）農業者

創意工夫による農業経営の改善に積極的に取り組むとともに、安全・安心な農畜産物

の生産に取り組むことが重要です。

（３）農業生産組織など

坂戸農産物直売所利用組合、坂戸市農産物生産組合などは、収益力のある農業経営の

確立に向けた各種事業活動に努めることが重要です。

土地改良区・水利組合などは、農村の有する多面的な機能に寄与する農地の保全など

に向けた事業活動に努めることが重要です。

（４）農協

市と連携を図りながら、農業経営の改善などに取り組む農業者への支援を始め、本市農

業の目指す将来像の実現に向けた生産•販売対策などの取組を展開することが重要です。

（５）市民

本市農業への理解を深め、農業•農村の多様な役割を認識することが重要です。また、

地産地消活動や農業体験などの取組に積極的に参加することが重要です。

第５章　ビジョンの実現に向けて

第
5
章



（６）県

県の持つ技術力や情報により、市の取組に対し積極的に支援を行うことが重要です。

２．ビジョンの進行管理

ビジョンの推進にあたっては、施策が適切に実施されるよう、坂戸市及び協議会が中

心となり、ＰＤＣＡサイクル※の下で計画を実行し、それを進捗評価・改善、必要に応

じて計画を見直すプロセスで進捗管理を行います。

•坂戸市及び農業
者、市民、関係
者等で施策展開

•坂戸市及び協議
会による進捗確
認・検証

•農業者・市民、
関係者の意見のも
とで計画策定

•新たな施策展
開・事業の実施
検討

改善 計画

実行評価

※ＰＤＣＡサイクル… （計画）、 （実行）、 （評価）、 （改善）の仮説・検証型プロセスを循環させ、マ

ネジメントの品質を高めていく仕組み。
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◎参考資料

年月日 事 項 内 容

令和 年３月 日

～ 月 日
農業者アンケート調査実施

・市内農業者 人を対象

（有効回答率 ％）

月 日

～ 月 日
市民アンケート調査実施

・市内在住の満 歳以上の男女

人を対象

（有効回答率 ２％）

月 日

～ 月 日
市内農業者ヒアリング

・市内農業者 人、商工会、 農産物

直売所へのヒアリング調査実施

７月 日 第１回坂戸市農業振興推進協議会

・会長及び副会長の選任について

・協議会の役割について

・現行の坂戸市農業振興ビジョンのこ

れまでの経緯について

・ 坂戸市農業振興ビジョンに

関する意見について

月 ３日 第２回坂戸市農業振興推進協議会

・第 次

第 次

坂戸市農業振興ビジョン

（素案）について

・坂戸市田園環境整備マスタープラン

（素案）について

１１月 日 第３回坂戸市農業振興推進協議会

・第 次坂戸市農業振興ビジョン

（素案）について

・坂戸市田園環境整備マスタープラン

（素案）について

１ 月 日～

令和５年 １月 日
市民コメントの募集

・ホームページ、坂戸市広報、公共施設

１１施設へ掲載・設置

２月 日 第４回坂戸市農業振興推進協議会

・市民コメントの結果報告

・第 次坂戸市農業振興ビジョンにつ

いて

・坂戸市田園環境整備マスタープラン

について

３月 策定・公表

・第 次坂戸市農業振興ビジョンの策

定・公表

１．策定の経緯

参
考
資
料

・坂戸市田園環境整備マスタープラン
　の策定・公表



農業アンケート調査 市民アンケート調査

調査対象
農業関係の各種組合等に所属

する坂戸市内農業者

坂戸市内在住の満 歳以上の

男女（令和 年 月 日現在）

＊住民基本台帳から無作為抽出

調査期間 令和 年 月 日～ 月 日 令和 年 月 日～ 月 日

サンプル数 人 人

有効回収数（率） 件（ ％） 件（ ％）

調査の主な内容

○生産している農産物

○主要出荷先

○農産物販売促進のために必

要な取組

○市の農業政策への期待

○今後の展望

○農産物の購入状況について

○地産地消の推進について

○農業・農地について

○農業との関わりについて

○今後の坂戸市の農業について

２．アンケート調査の実施概要

参
考
資
料



（敬称略）

選出区分 所属・職名等 氏 名

農業者代表

いるま野農業協同組合 地域理事代表
【会長】

亀田 康好

いるま野農業協同組合 理事 高橋 光行

いるま野農業協同組合 理事 大貝 豊

いるま野農業協同組合 理事 松本 均

新規就農者 佐藤 靖雄

農業団体関係者

いるま野農業協同組合

第一事業本部北部地域 副事業本部長
前田 肇

いるま野農業協同組合

北部資材センター 課長補佐
矢島 章

坂戸市農産物生産組合 組合長 水村 茂

商工団体関係者 坂戸市商工会 事務局長 砂川 宏

学識経験者 女子栄養大学 食品化学研究室 准教授 宮澤 紀子

行政機関関係者

坂戸市農業委員会 会長
【副会長】

石川 猛

埼玉県川越農林振興センター 副所長 吉岡 幸夫

３．坂戸市農業振興推進協議会委員名簿
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第２次坂戸市農業振興ビジョン
（令和５年度～令和１４年度）

令和５年３月

坂戸市環境産業部農業振興課

所在地
〒350-0292

埼玉県坂戸市千代田一丁目１番１号

電 話 ０４９－２８３－１３３１(代表）

第２次坂戸市農業振興ビジョン
（令和５年度～令和１４年度）

～市民に愛され、応援される持続可能な農業の確立～

坂 戸 市

令和５年３月
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